
​おおさきさくら花陵古墳墓使用契約約款​

​（目的）​

​第​​１​​条​ ​本​​約​​款​​は、​​宗​​教​​法​​人​​西​​林​​寺​​が​​経​​営​​す​​る​​お​​お​​さ​​き​​さ​​く​​ら​​花​​陵​​（以​​下​​「墓​​地」​​と​​い​​う。）​​に​

​築造された古墳型墓（以下「古墳墓」という。）の使用及び管理に関する基準を定め、その​

​使用及び管理の適正を図ることを目的とする。​

​２​ ​古​​墳​​墓​​を​​使​​用​​す​​る​​者​​は、​​本​​約​​款​​及​​び、​​別​​に​​定​​め​​た​​規​​則​​等​​に​​従っ​​て​​古​​墳​​墓​​を​​使​​用​​し​​な​​け​​れ​​ば​​な​

​らない。​

​（管理者）​

​第２条 墓地の管理者は、宗教法人西林寺の代表役員とする。​

​２ 管理者は、管理行為を管理者が任命する者に委託することができる。​

​（使用目的）​

​第３条 墓地は、墳墓の用に供する目的以外に使用することはできない。​

​（使用者の信仰）​

​第４条 古墳墓の使用者（以下「使用者」という。）は、宗教不問とする。​

​（祭祀）​

​第５条 使用者が古墳墓で行う祭祀行為は、原則として管理者と管理者が認める者がこれを執り​

​行う。​

​２ 古墳墓では、管理者が認める神職による年​​2​​回の御霊祭を執り行う。​

​（永代使用申込の手続）​

​第​​６​​条​ ​古​​墳​​墓​​使​​用​​を​​希​​望​​す​​る​​者​​は​​「永​​代​​使​​用​​申​​込​​書」​​に​​住​​所、​​氏​​名​​の​​他、​​必​​要​​事​​項​​を​​記​​入​​し、​

​発​​行​​か​​ら​ ​3​ ​カ​​月​​以​​内​​の​​本​​籍​​地​​と​​世​​帯​​全​​員​​の​​氏​​名​​を​​記​​載​​し​​た​​住​​民​​票​​を​​添​​え​​て​​管​​理​​者​​に​​提​​出​​し、​

​管理者の承認を得た後、第７条に定める永代使用料と、第８条に定める管理費および納骨料​

​を所定の期日までに納付するものとする。​

​（永代使用料）​

​第７条 永代使用料（以下「使用料」という。）とは、使用者の古墳墓使用（以下「使用権」と​

​いう。）を保証するための費用である。​

​２  前項の使用権の期間は無期限とする。​

​３ 既納の使用料は、第２０条第２項の規定に該当する場合を除き、返還しない。​

​（管理費・納骨料）​

​第８条 管理費とは、墓地の管理、清掃及び植栽の維持等に要する費用である。​

​２ 使用者は、所定の管理費を、所定の期限までに、指定の銀行口座に振り込みによって納入す​

​る。​



​３ 既納の管理費は返還しない。​

​４ 納骨料とは、焼骨の埋蔵に要する費用であり、その額は焼骨１体につき金３０，０００円と​

​する。納骨料は、納骨までに、指定の銀行口座に振り込みによって納入する。​

​５ 既納の納骨料は返還しない。​

​（永代使用承諾証の交付）​

​第 ９​​条 使用者は、使用料及び管理費等の諸経費を納入し、管理者に住民票を送付することで、​

​使用権を得ることができ、その証として永代使用承諾証（以下「承諾証」という。）の交付を​

​受けるものとする。​

​２ 使用者が承諾証を紛失した場合、使用者は、管理者の定める手続を経て承諾証の再交付を受​

​けることができる。​

​（古墳墓の使用）​

​第​ ​１​​０​​条​ ​使​​用​​者​​は、​​第​​９​​条​​第​​１​​項​​が​​定​​め​​る​​使​​用​​権​​を​​得​​て​​か​​ら、​​古​​墳​​墓​​を​​使​​用​​す​​る​​こ​​と​​が​​で​​き​

​る。​

​２​ ​使​​用​​者​​は、​​管​​理​​者​​に​​届​​け​​出​​て、​​古​​墳​​墓​​に​​使​​用​​者​​の​​親​​族​​の​​焼​​骨​​を​​埋​​蔵​​す​​る​​こ​​と​​が​​で​​き​​る。​​ま​

​た、親族以外の者の焼骨を埋蔵する場合は、必ず事前に管理者の承諾を得なければならな​

​い。​

​３​ ​使​​用​​者​​は、​​焼​​骨​​の​​埋​​蔵​​そ​​の​​他​​墓​​地​​本​​来​​の​​使​​用​​目​​的​​以​​外​​の​​目​​的​​の​​た​​め​​に​​古​​墳​​墓​​を​​使​​用​​し​​て​​は​​な​

​らない。​

​４ 使用者は、管理者の承諾を得ずに、他人に古墳墓を使用させてはならない。​

​（古墳墓の管理）​

​第１１条 古墳墓の清掃、除草等を含む環境整備その他の管理については、管理者がその責任を​

​負う。​

​（納骨と出骨の制限）​

​第​​１​​２​​条​​古​​墳​​墓​​に​​埋​​蔵​​す​​る​​焼​​骨​​は、​​原​​則​​と​​し​​て​​骨​​袋​​に​​入​​る​​も​​の​​に​​限​​る。​​た​​だ​​し、​​骨​​袋​​に​​入​​り​​き​

​らなかった焼骨を古墳墓の合祀墓に埋蔵することができる。​

​２ 埋葬区画への焼骨の埋蔵では、管理者が指定した骨袋を使用することとする。 ただ​

​し、焼骨が既に骨袋に入れられている場合にはこの限りではない。​

​３ 使用者は、合同の埋葬区画へ合祀された焼骨の返還を請求することはできない。​

​（古墳墓への立ち入り制限）​

​第 １３ 条 納骨と出骨の時を除き、何人たりとも古墳墓の墳丘に立ち入ることはできない。ま​

​た、立ち入る際には、埋蔵施設の上に足を掛けてはいけない。​

​（ペットの埋蔵）​

​第１４条 古墳墓内のペットの埋蔵を許可した区域におけるペットの焼骨の埋蔵については、管​

​理者が別に細則を定める。​



​（使用権の承継）​

​第​ ​１​​５​​条​ ​使​​用​​者​​の​​死​​亡​​に​​よ​​り、​​使​​用​​者​​の​​祭​​祀​​承​​継​​者​​が​​そ​​の​​地​​位​​を​​承​​継​​し​​て​​古​​墳​​墓​​の​​使​​用​​を​​継​

​続する場合には、当該祭祀承継者は、すみやかに別記様式による地位承継届出書に住民票の​

​写しを添えて管理者に届出を行うものとする。また、合祀墓の使用権の承継はできないもの​

​とする。​

​２​ ​使​​用​​者​​の​​祭​​祀​​承​​継​​者​​が​​個​​別​​の​​埋​​葬​​区​​画​​の​​使​​用​​を​​継​​続​​し​​な​​い​​場​​合​​に​​は、​​書​​面​​を​​もっ​​て​​管​​理​​者​​に​

​その旨を届け出るものとする。​

​（使用権の譲渡・転貸の禁止）​

​第１６条 使用者は、使用権を第三者に譲渡及び転貸することはできない。​

​（住所・連絡先等の変更届）​

​第１７条 使用者は、本籍、住所、氏名、連絡先その他承諾証の記載事項等を変更したときは、​

​速やかに管理者に届け出なければならない。​

​（使用権の消滅）​

​第１８条 下記各号に該当したとき、使用権は消滅する。​

​(1)​ ​使用者が行方不明になり、かつ、縁故者から何の申し出もなく​​3​​年以上経過したと​

​き。​

​(2)​ ​使用者が使用権を放棄したとき。​

​（管理者による契約の解除）​

​第​​１​​９​​条​ ​管​​理​​者​​は、​​使​​用​​者​​が​​使​​用​​料​​を​​所​​定​​の​​期​​日​​ま​​で​​に​​支​​払​​わ​​な​​かっ​​た​​と​​き、​​ま​​た​​は、​​使​​用​​者​

​が暴力団等の反社会勢力であると判明したときは、書面をもって、契約を解除することがで​

​きる。​

​２​ ​前​​項​​に​​規​​定​​す​​る​​場​​合​​の​​ほ​​か、​​使​​用​​者​​が​​次​​の​​各​​号​​の​​一​​に​​該​​当​​す​​る​​場​​合​​に​​は、​​管​​理​​者​​は​​相​​当​​の​​期​

​間を定めて債務の履行を催告し、その履行がないときには、書面をもって、契約を解除する​

​ことができる。​

​(1)​ ​第３条または第１０条第３項に規定する使用の目的に違反して墓所を使用した場合​

​(2)​ ​第１０条第２項及び第４項並びに第１６条の規定に違反して、古墳墓を使用する権利​

​を他人に譲渡し、又は他人に古墳墓を使用させた場合​

​(3)​ ​他の使用者の信仰を侵害し、あるいは近隣に重大な迷惑が及ぶ行為をした場合​

​(4)​ ​その他、使用者が重大な違反をした場合​

​（使用者による契約の解除）​

​第 ２０​​条 使用者は、書面をもっていつでも契約を解除することができる。​

​２​ ​前​​項​​の​​場​​合​​に​​お​​い​​て​​は、​​使​​用​​者​​は​​既​​に​​支​​払っ​​た​​使​​用​​料​​及​​び​​管​​理​​費​​等​​の​​諸​​経​​費​​の​​返​​還​​を​​請​​求​​す​

​ることはできない。ただし、古墳墓に焼骨を埋蔵していない場合において、使用者が既に使​

​用​​料​​を​​納​​付​​し​​て​​い​​る​​と​​き​​は、​​契​​約​​成​​立​​後​ ​1​ ​年​​以​​内​​に​​契​​約​​を​​解​​除​​す​​る​​場​​合​​に​​限​​り、​​管​​理​​者​​は、​



​当該使用料の８​​割に相当する額を返還するものとする。​

​（古墳墓の返還）​

​第​​２​​１​ ​条​ ​第​​１​​８​​条​​又​​は​​第​​１​​９​​条​​に​​よっ​​て​​使​​用​​権​​が​​消​​滅​​又​​は​​契​​約​​が​​解​​除​​さ​​れ​​た​​場​​合、​​使​​用​​者​​で​

​あった者又はその祭祀承継者（以下「元使用者等」という。）は、管理者の定める手続きを​

​経て、承諾証を管理者へ返還し、速やかに古墳墓内に埋蔵された焼骨を引き取るものとす​

​る。​

​２ 消滅又は取り消された使用権は、管理者へ帰属するものとする。​

​３ 既納の使用料、その他の管理費等の諸経費は返還しない。​

​４​​元​​使​​用​​者​​等​​が​​第​​１​​項​​に​​定​​め​​る​​義​​務​​を​​履​​行​​し​​な​​い​​場​​合​​に​​お​​い​​て、​​契​​約​​終​​了​​後​​3​​年​​経​​過​​し​​た​​場​​合​

​には、管理者は、法令の規定による改葬手続を経て埋蔵された焼骨を古墳墓内の合同の埋葬​

​区画に移すことができる。​

​５ 前項の場合においては、管理者は実費を元使用者等に請求することができる。​

​（不可抗力等による事故の責任）​

​第 ２２​​条 通常の責を超えた天変地異等の不可抗力、あるいは暴漢、暴動等第三者の行為に因​

​る損害については、管理者は一切の責任を負わない。​

​（焼骨の埋蔵・改葬等の手続）​

​第 ２３​​条 使用者は、古墳墓に焼骨の埋蔵又は改葬等を為す場合は、管理者の定める手続を経​

​なければならない。​

​２ 焼骨の埋蔵に際しては、所管庁発行の埋（火）葬許可証、改葬許可証または分骨証明書を当​

​日までに管理者に提出しなければならない。​

​（埋蔵、卒塔婆の制限）​

​第​​２​​４​​条​​古​​墳​​墓​​に​​焼​​骨​​以​​外​​の​​も​​の​​は​​埋​​蔵​​で​​き​​な​​い。​​た​​だ​​し、​​管​​理​​者​​の​​承​​諾​​を​​得​​た​​と​​き​​は​​こ​​の​​限​

​りではない。​

​２ 古墳墓に卒塔婆を供えることはできない。​

​（約款の改正等）​

​第​ ​２​​５​ ​条​ ​本​​約​​款​​に​​定​​め​​の​​な​​い​​事​​項​​に​​つ​​い​​て​​は​​法​​令​​の​​定​​め​​る​​と​​こ​​ろ​​に​​よ​​る​​他、​​そ​​の​​都​​度​​管​​理​​者​

​がこれを定め、本約款の細則を定めることができる。​

​２​ ​墓​​地、​​埋​​葬​​等​​に​​関​​す​​る​​法​​律​​等​​の​​現​​行​​法​​規​​が​​改​​正​​さ​​れ​​た​​場​​合​​や、​​社​​会​​の​​変​​化​​等​​に​​よ​​り​​本​​約​​款​​の​

​変更が必要と判断される場合は、管理者は必要な範囲内において、本約款を改正することが​

​できる。​

​付則１ 本約款は令和８​​年 ６​​月１２​​日に制定し、即日施行する。​

​おおさきさくら花陵​

​許可番号　大崎市指令（環）第１２４号​

​宮城県大崎市田尻通木字新寺下４１​



​電話番号　０１２０-３９５-３９３​

​経営管理責任者​

​宗教法人　西　林　寺​

​宮城県大崎市田尻通木字寺下４２​

​電話番号　０２２９-３９-２１２５​


